
令和６年度 市民税・県民税 

給与支払報告書の作成と提出の手引 

 この手引は、給与支払報告書の作成と提出の方法をまとめたものです。よくお読みになって、記入内容に誤りのない

ように給与支払報告書を作成し、必ず期限までに提出してくださるようお願いします。 

１ 給与支払報告書の提出 

(1) 対象者と提出先 

対 象 者 提 出 先 

令和６年１月１日現在において給与の支払を受けている方（※１） 
令和６年１月１日現在 

居住している市町村（※２） 

令和５年中に給与の支払を受けていた方で、その後、年の途中で退職等により給与の支払

を受けなくなった方（支払金額が30万円以下の場合は省略可） 

退職等をした日現在 

居住していた市町村（※２） 

   (※1) 次の方についても、給与支払報告書の提出が必要です。 

    ・個人で確定申告をする方（給与の支払金額が2,000万円を超える方等） 

    ・給与の支払金額が少額で所得税の源泉徴収税額が0円の方（アルバイト、パート等） 

    (※2) 川崎市内に居住している受給者については、下欄の提出先へ提出してください。 

(2) 提出期限  令和６年１月３１日（水）   お早めの提出に御協力ください。 

(3) 提出書類    

ア 給与支払報告書（総括表） 

イ 給与支払報告書（個人別明細書） 

ウ 普通徴収切替理由書（兼仕切書）… 特別徴収できない方がいる場合のみ    ※左記ア～ウ以外の書類は同封しないでください。 

(4) 提出義務  所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、給与支払報告書の提出義務があります。 

         なお、常時２人以下の家事使用人のみに対して給与の支払をする個人は、源泉徴収義務がないので給与支払報告書の提出義務は

ありません。（地方税法第317条の6） 

２ 給与支払報告書の提出後に給与の支払を受けなくなった方がいる場合 

給与支払報告書を提出された方のうち、4 月 1 日までに給与の支払を受けなくなった方がいる場合には、給与所得者異動届出書に必要事項を記入

し、4月15日までに提出してください。なお、給与の支払を受けなくなった方で、かつ令和５年中に転居している場合は、年度によって課税する市

町村が異なるため、令和５年度課税分及び令和６年度分に係る異動届出書を、それぞれ転居前と転居後の両方の市町村に提出する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給与支払報告書の提出先（受給者の居住する区にかかわらず、全てこちらへ） 

川崎市かわさき市税事務所法人課税課特別徴収係 
〒210-8511 川崎市川崎区砂子1－8－9川崎御幸ビル4階 

電話 ０４４（２００）２２０９ ＦＡＸ ０４４（２００）３９０８ 

【 令和６年度からのeLTAX（地方税ポータルシステム）に関する変更事項 】 

〇 令和６年度（令和６年５月送付分）から、特別徴収義務者用（会社用）に加え、納税義務者用（本人配布用）の「特別徴収税額決定（変更）通知

書」についても、電子署名を付与した『電子データ』（正本）の提供を行います。 

〇 eLTAX（地方税ポータルシステム）で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収義務者用（会社用）と納税義務者用（本人配布用）それぞれの

「特別徴収税額決定（変更）通知書」（正本）の受取方法（『電子データ』または『紙』）を選択することができます。 

〇 受取方法を『電子データ』と選択した場合、『紙』の送付は行いません。また『紙』と選択した場合、『電子データ』（参考データ等）の提供は行

いませんので御注意下さい。 

【 平成28年度から市民税・県民税の特別徴収を徹底しています 】 

法令の適正運用や納税者の利便性向上などの観点から、全ての対象事業者に市民税・県民税の特別徴収の実施を徹底しています。 

〇 給与支払報告書の提出や市民税・県民税の納付等の手続きにつきまして、eLTAX（エルタックス）は大変便利なシステムです。川崎市ホームペー

ジ（http://www.city.kawasaki.jp/）でも御案内しておりますので、利用の御検討をお願いいたします。 

〇 市民税・県民税の特別徴収分の納入については、令和元年１０月より地方税共通納税システムで電子的な納入が可能となりました。地方税共通

納税システムは、インターネットからすべての市区町村に対して一括して納入することができる全国共通の便利なサービスです。 



３ 給与支払報告書（総括表）の作成 

(1)用紙 

 令和６年度用を使用してください。※川崎市への提出は１枚となります。 

   各市町村から専用の総括表が送付されている場合は、その指示に従ってください。 

川崎市へ提出する際の注意点 

 用紙は「川崎市提出用」の総括表を使用し、提出してください。 

 独自に総括表を作成する場合でも、「川崎市提出用」の総括表を必ず添えて提出してください。 

（独自に作成する総括表の提出先には、「川崎市○○区長」ではなく、全区分をまとめて「川崎市長」と記入してください。） 

 追加・訂正する場合や「川崎市提出用」が届いていない場合は、追加・訂正用を使用してください。 

 
 (2) 記入上の注意点 

 【記入例】 

〇川崎市提出用 

 
 
 
 
〇追加・訂正用（追加・訂正する場合及び川崎市以外へ提出する場合 

 

➊個人番号又は法人番号 

給与支払者の法人番号又は個人番号を必ず記入してくだ

さい。個人番号を記入する場合は、左側１文字空けてくだ

さい。 

➋受給者総人員 

１月１日現在の事業所の給与受給者の総人数（川崎市外

在住者含む。）を記入してください。 

➌特別徴収対象者 

報告人員のうち、特別徴収対象者の人数を記入してくだ

さい。 

➍普通徴収対象者（退職者） 

報告人員のうち、特別徴収できない方で、退職者の人数

を記入してください。 

➎普通徴収対象者（退職者を除く） 

報告人員のうち、特別徴収できない方で、退職者以外の

人数を記入してください。 

➏報告人員合計／報告書人員 

その市町村へ提出する人数（➌＋➍＋➎）を記入してく

ださい。 

 

➐納入書 ※毎月納入書を使用して納める場合は記入不要 

金融機関の住民税納入サービス等を使用して納める場合

のみ、該当する項目（必要・不要）を〇で囲んでください。 

➑追加／訂正 

追加又は訂正の場合は、該当する項目を〇で囲んでくだ

さい。 

➒前年の特別徴収義務者指定番号 

令和５年度に指定された番号を必ず記入してください。 

 

◎所在地、名称、電話番号等が印字されています。 

印字された内容に誤り・変更がありましたら、訂正して使用してください。 

➋ 

➊ 

➌ 

➍ 

 

➎ 

➏ 

➐ 

➊ 

➋ 
➌ 

➍ 

➎ 

➏ 

➑ 
➒ 



４ 給与支払報告書（個人別明細書）の作成 

(1) 用 紙 

令和６年度用を使用してください。 

・オレンジ色刷（３枚複写）……… 税務署へ源泉徴収票の提出を要する方用 

・緑色刷   （２枚複写）……… その他の方用 

(2) 記入上の注意点 

   個人別明細書は、原則、所得税の源泉徴収票と同じ事項を記入しますので、詳細については、税務署から送付されるリーフレ

ットを御覧ください。 

 

 

➊個人番号 

 受給者の個人番号を記入してください。 

➋(源泉・特別)控除対象配偶者の有無等 

控除対象配偶者（年末調整の適用を受けていない場合には、源泉控除対象配偶者）

を有する場合は、【有】欄に〇を付してください。 

控除対象配偶者（年末調整の適用を受けていない場合には、源泉控除対象配偶者）

が、老人控除対象配偶者である場合は、【老人】欄に〇を付してください。 

➌(摘要) 

・控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が５人以上いる場合には５人目以降の

氏名を記入します。この場合、氏名の前には、括弧書きの数字を付し、所定の個人

番号記入欄（➎）に記入する個人番号との対応関係が分かるようにしてください（例

「（１）氏名」）。 

・年の中途で就職した方について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通

算して年末調整を行った場合には、他の支払者の所在地、名称、退職年月日、他の

支払者が支払った給与等の金額、徴収した所得税等の金額、控除した社会保険料の

金額を記入してください。 

・同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）を有する方で、その同一生計配偶者が

障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合は、同一生計配偶者の氏名

及び同一生計配偶者である旨を記入してください（例「氏名（同配）」）。 

・退職手当等（地方税法第50条の２及び第328条に規定する退職手当等に限る。）

の支払を受ける配偶者（退職所得を除いた合計所得金額が133 万円以下であるもの

に限る。）又は扶養親族がいる場合には「摘要」の欄に（退）と記入した上でその者

の氏名、配偶者又は扶養親族である場合にはその旨、生年月日、住所を記入し、障

害者又は特別障害者である場合、国外に居住する非居住者である場合（➍-2に記載

の01～04に該当する控除対象配偶者である場合にはその旨を記入）にはその旨を記

入してください。なお、その者の合計所得金額の見積額並びに納税者が寡婦又はひ

とり親である場合にはその旨を記入してください。 

 

【記入例】（令和5年10月1日現在の所得税法により算出したものです。） 

＊源泉控除対象配偶者 

受給者（合計所得金額が 900 万円以下である方に限ります。）と生計を一にす

る配偶者で、合計所得金額が95万円以下である方 
＊同一生計配偶者 

 受給者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である方 
＊控除対象配偶者 

 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である受給者の配偶者 

➎ 

➏ 

➍-1(源泉・特別)控除対象配偶者・16歳未満の扶養親族 

各欄の対象となる方の氏名、フリガナ及び個人番号を記入します。また、対象者が国外に居住する非居住者又は国内に住所を有しない控除対象配偶者・16歳未満の扶養親族である場合は、

区分の欄に「〇」を付してください。 

➍-2控除対象扶養親族 

各欄の対象となる方の氏名、フリガナ及び個人番号を記入します。また、対象者が国外に居住する非居住者又は国内に住所を有しない控除対象外国扶養親族である場合は、区分の欄に次の

ように記入します。 
空欄※１ … 居住者 

０１  … 非居住者［30歳未満又は70歳以上］ 

０２  … 非居住者［30歳以上70歳未満、留学生（留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者）］※２ 

０３  … 非居住者［30歳以上70歳未満、障害者］※２ 

０４  … 非居住者［30歳以上70歳未満、38万円以上送金（扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者）］※２ 

 ※１ 給与支払報告書をeLTAX又は光ディスク等で提出される場合は「００」と記録してください。 

※２ 30歳以上70歳未満の非居住者が上記０２～０４の要件に複数該当する場合は、いずれかひとつを記載してください。 

➎５人目以降の控除対象扶養親族の個人番号・５人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号 

控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が５人以上いる場合には、対象の方の個人番号を記入します。この場合、個人番号の前には摘要欄（➌）において氏名の前に記入した括弧書きの

数字との対応関係が分かるようにしてください（例「（１）個人番号」）。 
➏非居住者である親族の数 

控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族のうちに、国外に居住する非居住者又は国内に住所を有しない控除

対象外国扶養親族がいる場合には、その数を記入してください。 
➐住宅借入金等特別控除区分（１回目、２回目） 

 適用を受けている住宅借入金等特別控除の区分を次のように記入します。 
 住    … 一般の住宅借入金等特別控除の場合 
 住（特家）… 一般の住宅借入金等特別控除の場合で住宅が特例居住用家屋に該当する場合 
 認    … 認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合 
 認（特家）… 認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等特別控除の場合で住宅が特例認定住宅等に該当する場合 
 増    … 特定増改築等住宅借入金等特別控除の場合 
 震    … 東日本大震災によって自己の居住の用に供していた家屋が居住の用に供することができなくなった場合で、平成23年から令和７年12月31日までの間に新築や購入、増改築

をした家屋に係る住宅借入金等について、震災特例法第13条の2第１項「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除」の規定の適用を選択した場合 
 震（特家）… 震災再取得等の適用を選択した場合で住宅が特例居住用家屋に該当する場合 
また、その住宅の取得や増改築が特例特別特例に該当する場合は「（特特特）」と、特別特定取得に該当する場合には上記区分の後ろに「（特特）」と、特定取得（特別特定取得以外）に該当する場合は「（特）」と記入してください

（例：「住（特特）」、「住（特）」）。   
※ 特例居住用家屋とは、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で令和５年12月31日以前に建築基準法第６条１項の規定による建築確認を受けた居住用家屋を指します。 
※ 記入に不備があると、適用されない場合があります。 

➌ 
 

➍-1 
 

➋ 
 

➊ 
 

➐ 

➍-2 
 

➎ 

➍-1 
 



５ 普通徴収切替理由書（兼仕切書）の作成 

 (1) 用 紙 

特別徴収ができない方がいる場合に使用してください。 
この普通徴収切替理由書は、当面、普通徴収を認める基準（普A～普F）を示すものです。 
特別徴収できない方がいる場合は、普通徴収切替理由書の添付が必要となり、普Ａから普Ｆの理由に該当

する必要があります。 

 
 

 

 

 (2) 記入上の注意点 
特別徴収できない方の人数を普Ａから普Ｆの理由ごとに集計し、記入してください。 
次の点は特に御注意ください。 

① 当面、普通徴収を認める基準に該当し、かつ普通徴収を希望する方がいる場合は、該当する理由の右側

「人数」欄に人数を記入し、個人別明細書の摘要欄に該当する符号（普Ａ～普Ｆ）を記入してください。 

この普通徴収切替理由書（兼仕切書）の提出がない場合、原則どおり特別徴収対象者として取り扱います。 
② 特別徴収に該当する方と普通徴収に該当する方がいる場合は、仕切書として普通徴収の方の上に挿入し、

総括表や他の個人別明細書と編冊して提出してください。 
③ 符号「普B」は、主たる給与から合算されて特別徴収となる乙欄適用者などが対象となります。 
④ 符号「普F」欄の休職者とは、休職により４月１日現在で給与の支払を受けていない場合に限ります。 
※ eLTAX等の電子媒体で給与支払報告書を提出する場合、普通徴収切替理由書の添付は不要です。 

また、該当する方の個人別明細書の「普通徴収」欄に必ずチェックを入力し、摘要欄に該当する符号（普 

Ａ～Ｆ）を記入してください。 

            

 

摘
要
欄
記
入
例 

編
冊
例 

＊総括表に記入した「普通徴収対象者（退職者）、（退職者を除く）」の内訳を、普通徴収切替理由書に記入してください。 

＊総括表に記入されている指定番号及び事業者名（氏名又は名称）を必ず記入してください。 

普通徴収の場合は、普通徴収切替理由書の該当する符号を

必ず記入してください。 

 

退職年月日に記載がある場合は、 

符号の記入を省略できます。 


